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１ 

● 2019年度 都道府県単位保険料率の決定について 

2019年3月分（4月納付分）の保険料額から適用 
※任意継続被保険者にあたっては、2019年4月分（4月納付分）の保険料額から適用 

北 海 道  １０．３１％ 石 川 県  ９．９９％ 岡 山 県  １０．２２％ 

青 森 県  ９．８７％ 福 井 県  ９．８８％ 広 島 県  １０．００％ 

岩 手 県  ９．８０％ 山 梨 県  ９．９０％ 山 口 県  １０．２１％ 

宮 城 県  １０．１０％ 長 野 県  ９．６９％ 徳 島 県  １０．３０％ 

秋 田 県  １０．１４％ 岐 阜 県  ９．８６％ 香 川 県  １０．３１％ 

山 形 県  １０．０３％ 静 岡 県  ９．７５％ 愛 媛 県  １０．０２％ 

福 島 県  ９．７４％ 愛 知 県  ９．９０％ 高 知 県  １０．２１％ 

茨 城 県  ９．８４％ 三 重 県  ９．９０％ 福 岡 県  １０．２４％ 

栃 木 県  ９．９２％ 滋 賀 県  ９．８７％ 佐 賀 県  １０．７５％ 

群 馬 県  ９．８４％ 京 都 府  １０．０３％ 長 崎 県  １０．２４％ 

埼 玉 県  ９．７９％ 大 阪 府  １０．１９％ 熊 本 県  １０．１８％ 

千 葉 県  ９．８１％ 兵 庫 県  １０．１４％ 大 分 県  １０．２１％ 

東 京 都  ９．９０％ 奈 良 県  １０．０７％ 宮 崎 県  １０．０２％ 

神奈川県  ９．９１％ 和歌山県  １０．１５％ 鹿児島県  １０．１６％ 

新 潟 県  ９．６３％ 鳥 取 県  １０．００％ 沖 縄 県  ９．９５％ 

富 山 県  ９．７１％ 島 根 県  １０．１３％ 



● 2019年度 都道府県単位保険料率の平成30年度からの変化 

（単位：％） 

２ 

    
平成30年度保険料率 2019年度保険料率 

  

    現在からの変化分 
    (a) (b) (b)－(a) 

  全    国  10.00  10.00  0.00  

1 北   海   道 10.25  10.31  ＋0.06  

2 青   森 9.96  9.87  ▲0.09  

3 岩   手 9.84  9.80  ▲0.04  

4 宮   城 10.05  10.10  ＋0.05  

5 秋   田 10.13  10.14  ＋0.01  

6 山   形 10.04  10.03  ▲0.01  

7 福   島 9.79  9.74  ▲0.05  

8 茨   城 9.90  9.84  ▲0.06  

9 栃   木 9.92  9.92  0.00  

10 群   馬 9.91  9.84  ▲0.07  

11 埼   玉 9.85  9.79  ▲0.06  

12 千   葉 9.89  9.81  ▲0.08  

13 東   京 9.90  9.90  0.00  
14 神   奈   川 9.93  9.91  ▲0.02  

15 新   潟 9.63  9.63  0.00  

16 富   山 9.81  9.71  ▲0.10  

17 石   川 10.04  9.99  ▲0.05  

18 福   井 9.98  9.88  ▲0.10  

19 山   梨 9.96  9.90  ▲0.06  

20 長   野 9.71  9.69  ▲0.02  

21 岐   阜 9.91  9.86  ▲0.05  

22 静   岡 9.77  9.75  ▲0.02  

23 愛   知 9.90  9.90  0.00  

24 三   重 9.90  9.90  0.00  

25 滋   賀 9.84  9.87  ＋0.03  

26 京   都 10.02  10.03  ＋0.01  

27 大   阪 10.17  10.19  ＋0.02  

28 兵   庫 10.10  10.14  ＋0.04  
29 奈   良 10.03  10.07  ＋0.04  

30 和   歌   山 10.08  10.15  ＋0.07  

31 鳥   取 9.96  10.00  ＋0.04  

32 島   根 10.13  10.13  0.00  

33 岡   山 10.15  10.22  ＋0.07  

34 広   島 10.00  10.00  0.00  

35 山   口 10.18  10.21  ＋0.03  

36 徳   島 10.28  10.30  ＋0.02  

37 香   川 10.23  10.31  ＋0.08  

38 愛   媛 10.10  10.02  ▲0.08  

39 高   知 10.14  10.21  ＋0.07  

40 福   岡 10.23  10.24  ＋0.01  

41 佐   賀 10.61  10.75  ＋0.14  

42 長   崎 10.20  10.24  ＋0.04  

43 熊   本 10.13  10.18  ＋0.05  
44 大   分 10.26  10.21  ▲0.05  

45 宮   崎 9.97  10.02  ＋0.05  

46 鹿   児   島 10.11  10.16  ＋0.05  

47 沖   縄 9.93  9.95  ＋0.02  



● 2019年度 都道府県単位保険料率の算定について 

    医療給付費に 
ついての調整前の 
所要保険料率 

調整(b) 医療給付費に 
ついての調整後の 

保険料率 
所要保険料率 

保険料率 
(激変緩和措置後） 

(精算を除く） 

保険料率 
(激変緩和措置後） 

(精算を含む）     年齢調整 所得調整 

    (a)     (a+b) (a+b+4.82) (c) (c+α) 

  全    国  5.18  － － 5.18  10.00  10.00  10.00  

1 北   海   道 6.17  ▲ 0.26  ▲ 0.34  5.57  10.39  10.33  10.31  

2 青   森 6.13  ▲ 0.17  ▲ 0.90  5.07  9.89  9.90  9.87  

3 岩   手 5.76  ▲ 0.22  ▲ 0.60  4.94  9.76  9.79  9.80  

4 宮   城 5.63  ▲ 0.12  ▲ 0.28  5.24  10.06  10.05  10.10  

5 秋   田 6.73  ▲ 0.47  ▲ 0.89  5.38  10.20  10.17  10.14  

6 山   形 5.84  ▲ 0.19  ▲ 0.48  5.17  10.00  10.00  10.03  

7 福   島 5.15  ▲ 0.08  ▲ 0.19  4.88  9.70  9.74  9.74  

8 茨   城 4.88  0.02  0.08  4.98  9.80  9.83  9.84  

9 栃   木 5.11  ▲ 0.02  ▲ 0.02  5.07  9.89  9.91  9.92  

10 群   馬 5.11  ▲ 0.04  ▲ 0.07  5.00  9.82  9.85  9.84  

11 埼   玉 4.75  0.00  0.19  4.95  9.77  9.80  9.79  

12 千   葉 4.89  ▲ 0.09  0.18  4.98  9.80  9.83  9.81  

13 東   京 4.28  0.05  0.72  5.06  9.88  9.89  9.90  

14 神   奈   川 4.64  ▲ 0.03  0.47  5.08  9.90  9.91  9.91  

15 新   潟 5.15  ▲ 0.12  ▲ 0.32  4.72  9.54  9.60  9.63  

16 富   山 4.75  ▲ 0.08  0.17  4.85  9.67  9.71  9.71  

17 石   川 5.17  ▲ 0.02  0.03  5.19  10.01  10.01  9.99  

18 福   井 5.21  ▲ 0.09  ▲ 0.05  5.08  9.90  9.91  9.88  

19 山   梨 5.36  ▲ 0.10  ▲ 0.17  5.10  9.92  9.93  9.90  

20 長   野 5.03  ▲ 0.06  ▲ 0.19  4.79  9.61  9.66  9.69  

21 岐   阜 5.07  0.03  ▲ 0.05  5.05  9.87  9.89  9.86  

22 静   岡 4.79  ▲ 0.06  0.14  4.87  9.70  9.74  9.75  

23 愛   知 4.55  0.18  0.33  5.06  9.88  9.90  9.90  

24 三   重 4.95  0.05  0.04  5.05  9.87  9.89  9.90  

25 滋   賀 5.10  0.06  ▲ 0.13  5.03  9.85  9.87  9.87  

26 京   都 5.08  0.05  0.08  5.20  10.02  10.02  10.03  

27 大   阪 5.11  0.14  0.16  5.40  10.22  10.19  10.19  

28 兵   庫 5.27  0.04  0.00  5.32  10.14  10.12  10.14  

29 奈   良 5.66  ▲ 0.01  ▲ 0.40  5.24  10.06  10.05  10.07  

30 和   歌   山 5.80  0.03  ▲ 0.52  5.32  10.14  10.12  10.15  

31 鳥   取 5.95  ▲ 0.10  ▲ 0.69  5.16  9.98  9.98  10.00  

32 島   根 6.17  ▲ 0.24  ▲ 0.60  5.32  10.15  10.13  10.13  

33 岡   山 5.54  0.07  ▲ 0.17  5.44  10.26  10.22  10.22  

34 広   島 5.28  0.03  ▲ 0.10  5.21  10.03  10.03  10.00  

35 山   口 5.72  ▲ 0.18  ▲ 0.13  5.41  10.23  10.20  10.21  

36 徳   島 6.00  ▲ 0.08  ▲ 0.40  5.52  10.34  10.29  10.30  

37 香   川 5.87  ▲ 0.04  ▲ 0.27  5.56  10.38  10.33  10.31  

38 愛   媛 5.70  0.05  ▲ 0.49  5.26  10.08  10.07  10.02  

39 高   知 5.97  ▲ 0.11  ▲ 0.43  5.43  10.26  10.22  10.21  

40 福   岡 5.74  0.03  ▲ 0.29  5.49  10.31  10.27  10.24  

41 佐   賀 6.92  ▲ 0.14  ▲ 0.76  6.02  10.84  10.73  10.75  

42 長   崎 6.35  ▲ 0.13  ▲ 0.73  5.49  10.31  10.26  10.24  

43 熊   本 5.97  ▲ 0.02  ▲ 0.65  5.31  10.13  10.11  10.18  

44 大   分 6.21  ▲ 0.14  ▲ 0.63  5.44  10.26  10.22  10.21  

45 宮   崎 6.07  ▲ 0.04  ▲ 0.85  5.18  10.00  10.00  10.02  

46 鹿   児   島 6.23  ▲ 0.01  ▲ 0.86  5.36  10.18  10.16  10.16  

47 沖   縄 6.45  0.34  ▲ 1.67  5.12  9.94  9.95  9.95  

（単位：％） 

・ 所要保険料率は、医療給付費についての調整後の保険料率に、傷病手当金等の現金給付費（0.46%）、前期高齢者納付金等（3.53%）、保健事業費等（0.89%）、その他収入（▲0.06%）に係る合計の保険料率（4.82%）を加算したものである。 
・ 保険料率（c)は、激変緩和措置として、当該支部の医療給付費についての調整後の保険料率の全国計との差が10分の8.6となるよう調整した上で、全国一律の保険料率（4.82%）を加算したものである。 
・ 保険料率（c+α)は、保険料率(c)には含まれていない、平成29年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算分を含めて算定したものである。 

３ 



● 都道府県ごとの保険料率の設定のイメージ 

【平成20年9月まで】 
全国一本の保険料率 

【平成20年10月から】 
都道府県単位保険料率（年齢構成が若く、所得水準の高い大阪府の例） 

全
国
一
律
の
保
険
料
率 

都道府県ごとの医療費の水準
にかかわらず保険料率は一律 

各都道府県の保健事
業等に要する保険料
分を合算 

後期高齢者支援金な
ど全国一律で賦課さ
れる保険料分を合算 

＋ 

＋ 

地域差 

所得調整 

年齢調整 

年齢構成を協会の
平均とした場合の
医療費との差額を
調整 

調
整
前
の
保
険
料
率 

調
整
後
の
保
険
料
率 

Ａ県 

C県 

所
要
保
険
料
率 

年齢調整・所得調整の結
果、都道府県ごとの保険
料率は、医療費の地域差
を反映した保険料率とな
る。 

大阪府 

所得水準を協会の平均と
した場合の保険料収入額
との差額を調整 

B県 

0.14％ 

0.16％ 

0.30％ 

5.18％ 

5.40％ 

0.89％ 

3.99％ 

その他収入（保険料、
国庫負担以外の収
入） 

－ 

0.06％ 10.22％ 

5.11％ 

【2019年度】 

全国平均 

 都道府県ごとの保険料率では、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなります。また、所得水準の低い県 

ほど、同じ医療費でも保険料率が高くなります。このため、都道府県間で以下の「年齢調整・所得調整」を行います。 

４ 



● 激変緩和措置について 

 協会けんぽでは、平成21年9月から都道府県ごとに保険料率を設定していますが、それまでは全国一律の保険料率で
あったことから、保険料率の差が急激に広がらないよう、全国平均の保険料率と都道府県の保険料率の差を圧縮する経
過措置（以下、「激変緩和措置」という）が取られています。 
 この措置は、2019年度までに段階的に解消していくこととしております。 
 

【現時点の計画における2019年度以降の激変緩和率】 

2019年度 → 8.6 / 10 （2020年3月解消） 
2020年度   → 10 /  10 （予定） 

大阪支部保険料率の年次推移 

9.40%

9.60%

9.80%

10.00%

10.20%

10.40%

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 2019年度 

全国平均保険料率 大阪支部所要保険料率 大阪支部保険料率 

（激変緩和率） 
2.0/10 

2.5/10 

3.0/10 4.4/10 5.8/10 

7.2/10 8.6/10 

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 2019年度 

全国平均保険料率 8.20％ 8.20％ 9.34％ 9.50％ 10.00％ 10.00％ 10.00％ 10.00％ 10.00％ 10.00％ 10.00％ 10.00％ 

大阪支部保険料率 8.20％ 8.22％ 9.38％ 9.56％ 10.06％ 10.06％ 10.06％ 10.04％ 10.07％ 10.13％ 10.17％ 10.19％ 

大阪支部所要保険料率 8.35％ 9.56％ 9.74％ 10.23％ 10.26％ 10.29％ 10.19％ 10.20％ 10.21％ 10.22％ 10.22％ 

激変緩和率 1.0/10 1.5/10 2.0/10 2.5/10 2.5/10 2.5/10 3.0/10 4.4/10 5.8/10 7.2/10 8.6/10 

５ 



● 2019年度 都道府県単位保険料率の変更についての支部長意見（概要） 

意見の提出あり  ４６支部 

● 当該支部の保険料率について『妥当』、『容認』とする趣旨の記載がある支部 ２３支部  ・引き上げとなる支部 （２２支部中  ３支部） 

 ・引き下げとなる支部 （１８支部中 １５支部） 

 ・変更がない支部（※） （ ７支部中  ５支部） 

● 当該支部の保険料率について『やむを得ない』とする趣旨の記載がある支部 ２０支部  ・引き上げとなる支部 （２２支部中 １６支部） 

 ・引き下げとなる支部 （１８支部中  ３支部） 

 ・変更がない支部（※） （ ７支部中  １支部） 

● 当該支部の保険料率について『反対』とする趣旨の記載がある支部 
   

 ２支部  ・引き上げとなる支部 （２２支部中  ２支部） 

 ・引き下げとなる支部 （１８支部中  ０支部） 

 ・変更がない支部（※） （ ７支部中  ０支部） 

● 当該支部の保険料率について記載はないが、平均保険料率10％を維持する 
   ことや、激変緩和率を8.6/10とすることについて 『反対』とする趣旨の記載が 
   ある支部 

 １支部  ・引き上げとなる支部 （２２支部中  １支部） 

 ・引き下げとなる支部 （１８支部中  ０支部） 

 ・変更がない支部（※） （ ７支部中  ０支部） 

意見の提出なし（※）  １支部 

※ 
 
 

  2019年度に都道府県単位保険料率の変更がない７支部については、健康保険法上、支部長の意見の聴取を行うことは必要とされていないため、理事長からの法定の聴取は行っていない。 
  ただし、当該７支部について、支部長として都道府県単位保険料率の変更が必要と考える場合は、法第160条第7項の規定に基づき、評議会の意見を聴いた上で、意見を提出することができる。
また、当該７支部の支部長が、都道府県単位保険料率を変更しないことが「妥当」、「容認」等の意見を任意で提出することも認めている。 

６ 



● 2019年度 都道府県単位保険料率の変更についての支部長意見（近畿支部のみ抜粋） 
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● 2019年度 都道府県単位保険料率の変更についての支部長意見（近畿支部のみ抜粋） 

８ 



● 2019年度 都道府県単位保険料率の変更についての支部長意見（近畿支部のみ抜粋） 
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● 2019年度 都道府県単位保険料率の変更についての支部長意見（近畿支部のみ抜粋） 
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● 2019年度 都道府県単位保険料率の変更についての支部長意見（近畿支部のみ抜粋） 
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● 2019年度 都道府県単位保険料率の変更についての支部長意見（近畿支部のみ抜粋） 

１２ 



● 2019年度 都道府県単位保険料率の変更についての支部長意見（近畿支部のみ抜粋） 
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● 2019年度 都道府県単位保険料率の変更についての支部長意見（近畿支部のみ抜粋） 
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● 2019年度 都道府県単位保険料率の変更についての支部長意見（近畿支部のみ抜粋） 
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● 2019年度 都道府県単位保険料率の変更についての支部長意見（近畿支部のみ抜粋） 
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● 2019年度 都道府県単位保険料率の変更についての支部長意見（近畿支部のみ抜粋） 
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１８ 

● 2019年度 介護保険料率（全国一律）の決定について 

 介護保険の保険料率については、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額で除したものを基準として
保険者が定めると健康保険法で法定されている。 
 31年度は、30年度末に見込まれる不足分（401億円）も含め、単年度で収支が均衡するよう1.73％（4月納付分から変更）と
する。 
（※ 31年度政府予算案では、介護納付金は1兆252億円と前年度比で122億円の増加の見込み） 

％ ％ 

平成31年2月分（3月納付分）まで 平成31年3月分（4月納付分）から 

1.57 1.73 

2019年度 介護保険料率 

（参考）健康保険法160条16項   

 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金（日雇特例被保険者に係るものを除く。）の額（協会が管掌する健
康保険においては、その額から第153条第2項の規定による国庫補助額を控除した額）を当該年度における当該保険者が管掌する介護
保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。 

 各年度の介護保険料率は、次の算式により得た率を基準として、保険者が定めることとなっている。 
 
 
 介護保険料率 ＝  

介護納付金の額 － 国庫補助額等 

介護保険第2号被保険者（40歳～64歳）の総報酬額総額の見込 

2018年度 介護保険料率 



● 2019年度の日雇特例被保険者の保険料額について 

○ 日雇特例被保険者の保険料額（日額）は、次の算式※により算定し厚生労働大臣が告示します。 
 

   保険料額（日額）＝ 標準賃金日額 ×（平均保険料率＋介護保険料率）×（１＋０．３１） ※健康保険法第１６８条 
 

○ 平均保険料率は、平成３０年度と同じですが、介護保険料率の見直しによって、日雇特例被保険者に係る保険料     

     額が、2019年４月納付分から以下のとおり変動します。 

（1） 介護保険第２号被保険者である日雇特例被保険者の保険料額 

   （平均保険料率は１０．００％、介護保険料率は１．７３％により算定） 

１９ 

標準賃金日額
の等級

日雇特例被保険
者に関する保険
料額

当該被保険者の
負担すべき額

当該被保険者を
使用する事業主
の負担すべき額

標準賃金日額
の等級

日雇特例被保険
者に関する保険
料額

当該被保険者の
負担すべき額

当該被保険者を
使用する事業主
の負担すべき額

第１級 440円 170円 270円 第１級 450円 175円 275円

第２級 650円 250円 400円 第２級 660円 255円 405円

第３級 860円 330円 530円 第３級 870円 335円 535円

第４級 1,090円 415円 675円 第４級 1,110円 425円 685円

第５級 1,320円 505円 815円 第５級 1,330円 510円 820円

第６級 1,620円 620円 1,000円 第６級 1,650円 630円 1,020円

第７級 2,000円 765円 1,235円 第７級 2,030円 775円 1,255円

第８級 2,380円 910円 1,470円 第８級 2,410円 920円 1,490円

第９級 2,760円 1,055円 1,705円 第９級 2,800円 1,070円 1,730円

第10級 3,210円 1,225円 1,985円 第10級 3,260円 1,245円 2,015円

第11級 3,740円 1,430円 2,310円 第11級 3,790円 1,450円 2,340円

現　　　　行 変　　更　　後



● 2019年度の日雇特例被保険者の保険料額について 

（2）（1）に掲げる者以外の日雇特例被保険者の保険料額 （平均保険料率は１０．００％により算定） 

（注）保険料額のうち、日雇特例被保険者と事業主の負担割合は、０．５：０．８１となっています。 

２０ 

標準賃金日額
の等級

日雇特例被保険
者に関する保険
料額

当該被保険者の
負担すべき額

当該被保険者を
使用する事業主
の負担すべき額

第１級 390円 150円 240円

第２級 570円 220円 350円

第３級 740円 285円 455円

第４級 940円 360円 580円

第５級 1,140円 435円 705円

第６級 1,400円 535円 865円

第７級 1,730円 660円 1,070円

第８級 2,050円 785円 1,265円

第９級 2,380円 910円 1,470円

第10級 2,770円 1,060円 1,710円

第11級 3,230円 1,235円 1,995円

現 行 か ら 変 動 な し



● 日雇特例被保険者の保険料納付等の仕組みについて 

 日雇特例被保険者は日々雇い入れられる者等が対象となっており、日本年金機構から日雇特例被保険者手帳の交付 
 

を行い、事業主が手帳に健康保険印紙を貼り、協会が確認するという方法で保険料を納付する仕組みとなっています。 
 

 （日雇特例被保険者数：約11,000人 、 大阪支部日雇特例被保険者数：1,510人 （平成30年9月現在） ） 

【参考】 

 ２カ月間に通算して２６日分以上の保険料が納付されているか、またはその月の前６カ月間に通算して７８日分以上の保険料を 

納めていることが受給資格者票の交付の要件となっている。（ただし、最初の手帳の交付等の場合には当該要件を満たしていなく 

とも特別療養費受給票を交付） 

２１ 


